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（別図１から別図１０までは省略し、その図面を熊本県土木部河川港湾局砂防課及び県
北広域本部阿蘇地域振興局土木部において縦覧に供する。） 
 

 
熊本県告示第１５６号 
 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成１２年法律第
５７号）第７条第１項及び第９条第１項の規定により土砂災害警戒区域及び土砂災害特別
警戒区域を次のとおり指定するので、同法第７条第４項及び第９条第４項の規定により公
示する。 
  令和７年（２０２５年）３月４日 
                                熊本県知事 木 村 敬 

 
（別図１から別図１３までは省略し、その図面を熊本県土木部河川港湾局砂防課及び県
北広域本部阿蘇地域振興局土木部において縦覧に供する。） 
 

 
熊本県告示第１５７号 
 計量法（平成４年法律第５１号）第１９条第１項の規定により特定計量器検定検査規則
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（平成５年通商産業省令第７０号）第３９条第１項各号のいずれかに該当する特定計量器
以外の特定計量器の定期検査を次のとおり実施するので、同法第２１条第２項の規定によ
り公示する。 
  令和７年（２０２５年）３月４日 
                                                  熊本県知事 木 村 敬 
１ 対象となる特定計量器 

 非自動はかり（計量法施行令（平成５年政令第３２９号）第５条第１号又は第２号に
掲げるものを除く。）、分銅及びおもり 

２ 検査区域 
   山鹿市 

３ 検査日等 

検査日（令和７年 

（２０２５年）） 
検査受付時間 検査場所 

４月７日（月） 午前１０時から午後３時まで 鹿央市民センター 

４月８日（火） 午前１０時から午後３時まで 鹿北市民センター 

４月９日（水） 午前１０時から午後３時まで 鹿本市民センター 

４月１０日（木） 午前１０時から午後３時まで 菊鹿市民センター 

４月１１日（金） 午前１０時から午後３時まで 熊本県鹿本地域振興局 
４ 検査を実施する指定定期検査機関の名称 
  一般社団法人熊本県計量協会 

 
 
熊本県告示第１５８号 
  社会福祉士及び介護福祉士法（昭和６２年法律第３０号）第４８条の３第１項の規定に
より登録喀痰吸引等事業者の登録を行ったので、同法第４８条の８の規定により次のとお
り公示する。 
  令和７年（２０２５年）３月４日 
                                                 熊本県知事 木 村 敬 

事 業 者 の 名 称

及び住所 

事 業 所 の 名 称

及び所在地 
登録番号 登録年月日 

サービスの

種類 

社会福祉法人 

ま心苑会 

八代市敷川内町

２２５１番地の

１ 

特別養護老人ホ

ーム ま心苑  

八代市敷川内町

２２５１番地の

１ 

４３１１００１０６ 令和７年（２０

２５年）２月２

１日 

介護老人福

祉施設 

 
 
熊本県告示第１５９号 
  社会福祉士及び介護福祉士法（昭和６２年法律第３０号）第４８条の３第１項の規定に
より登録喀痰吸引等事業者の登録を行ったので、同法第４８条の８の規定により次のとお
り公示する。 
  令和７年（２０２５年）３月４日 
                                                 熊本県知事 木 村 敬 

事 業 者 の 名 称

及び住所 

事 業 所 の 名 称

及び所在地 
登録番号 登録年月日 

サ ー ビ ス の

種類 

社会福祉法人 

ま心苑会 

八代市敷川内町

２２５１番地の

１ 

ま心苑ショート

ステイ  

八代市敷川内町

２２５１番地の

１ 

４３１１００１０７ 令和７年（２０

２５年）２月２

１日 

短期入所生

活介護 

 
 
 
 
 
熊本県公告第１２８号 
 土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第８８条第１項の規定により、県営久石地区
土地改良事業（区画整理）の計画を変更したので、同条第６項において準用する同法第８
７条第５項の規定により公告し、土地改良事業計画書の写しを次のように縦覧に供する。 
 この土地改良事業計画につき不服のある者は、縦覧期間満了の日の翌日から起算して１
５日以内に審査請求をすることができる。 

 公  告 
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  令和７年（２０２５年）３月４日 
                          熊本県知事 木 村 敬 
１ 縦覧に供する書類の名称 
  変更後の県営久石地区土地改良事業（区画整理）計画書の写し 
２ 縦覧期間 
  令和７年（２０２５年）３月５日から令和７年（２０２５年）４月２日まで 
３ 縦覧場所 
  南阿蘇村役場 

 
 
熊本県公告第１２９号 
 建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５号の規定による道路の位
置の指定を次のとおり行った。 
  令和７年（２０２５年）３月４日 
                          熊本県知事 木 村 敬 
１ 築造者の住所 熊本市北区麻生田二丁目１４番４号 
２ 築造者の氏名 鹿子木 アキ子 
３ 道路の位置 菊池市西寺字北園１３９７番４、同１３９７番５及び同１３９８番５ 
４ 道路の幅員 ５．００メートル 
５ 道路の延長 ９．８０メートル 
６ 指定年月日 令和７年（２０２５年）２月１９日 
７ 指定番号 熊本県指令北景建第３２１号 

 
 
熊本県公告第１３０号 
 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第２項において準用する同法第１８
条第１項の規定により都市計画を変更したいので、同法第２１条第２項において準用する
同法第１７条第１項の規定により、次のとおり公告し、当該都市計画の案を公衆の縦覧に
供する。 
 なお、人吉市の住民及び利害関係人は、縦覧期間の満了の日までに縦覧に供された都市
計画の案について熊本県に意見書を提出することができる。 
  令和７年（２０２５年）３月４日 
                          熊本県知事 木 村 敬 
１ 都市計画の種類 
  人吉都市計画都市計画区域の整備、開発及び保全の方針 
２ 都市計画の変更に係る土地の区域 
  人吉都市計画区域の全域 
３ 都市計画の案の縦覧場所 

 熊本県土木部道路都市局都市計画課、県南広域本部土木部技術管理課、球磨地域振興
局土木部維持管理調整課及び人吉市復興建設部都市計画課 

４ 縦覧期間 
 令和７年（２０２５年）３月４日から令和７年（２０２５年）３月１８日まで（行政
機関の休日を除く。） 
 

 
熊本県公告第１３１号 
 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２９条第１項の許可に係る開発行為に関す
る工事が完了したので、同法第３６条第３項の規定により次のとおり公告する。 
  令和７年（２０２５年）３月４日 

                                                 熊本県知事  木 村 敬 
１ 開発区域又は工区に含まれる地域の名称及び面積 

 合志市合生字小黒松３５７１番４ 
４６３．８５平方メートル 

２ 開発許可を受けた者の住所及び氏名（名称） 
 熊本市中央区本荘五丁目１０番１８号 

株式会社みらいディベロップメント 
 

 
熊本県公告第１３２号 
 職業能力開発促進法（昭和４４年法律第６４号）第４６条第２項の規定により令和７年
度（２０２５年度）技能検定（外国人技能実習生対象）を実施するため、職業能力開発促
進法施行規則（昭和４４年労働省令第２４号）第６６条第３項の規定により次のとおり公
示する。 
  令和７年（２０２５年）３月４日 
                          熊本県知事 木 村 敬 
１ 実施職種（作業名） 
 (1)  随時に実施する２級 
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   さく井（パーカッション式さく井工事作業及びロータリー式さく井工事作業）、鋳 
造（鋳鉄鋳物鋳造作業）、鍛造（プレス型鍛造作業）、機械加工（普通旋盤作業、数 
値制御旋盤作業、フライス盤作業及びマシニングセンタ作業）、金属プレス加工（金 
属プレス作業）、鉄工（構造物鉄工作業）、建築板金（内外装板金作業及びダクト板 
金作業）、工場板金（機械板金作業）、めっき（溶融亜鉛めっき作業）、仕上げ（治 
工具仕上げ作業、金型仕上げ作業及び機械組立仕上げ作業）、機械検査（機械検査作 
業）、ダイカスト（コールドチャンバダイカスト作業）、電子機器組立て（電子機器 
組立て作業）、電気機器組立て（配電盤・制御盤組立て作業）、プリント配線板製造 
（プリント配線板製造作業）、冷凍空気調和機器施工（冷凍空気調和機器施工作業）、 
婦人子供服製造（婦人子供既製服縫製作業）、布はく縫製（ワイシャツ製造作業）、 
家具製作（家具手加工作業）、建具製作（木製建具手加工作業）、印刷（オフセット 
印刷作業）、プラスチック成形（射出成形作業）、強化プラスチック成形（手積み積 
層成形作業）、石材施工（石材加工作業及び石張り作業）、パン製造（パン製造作業）、 
ハム・ソーセージ・ベーコン製造（ハム・ソーセージ・ベーコン製造作業）、建築大 
工（大工工事作業）、かわらぶき（かわらぶき作業）、とび（とび作業）、左官（左 
官作業）、タイル張り（タイル張り作業）、配管（建築配管作業）、型枠施工（型枠 
工事作業）、鉄筋施工（鉄筋組立て作業）、コンクリート圧送施工（コンクリート圧 
送工事作業）、防水施工（シーリング防水工事作業）、内装仕上げ施工（プラスチッ 
ク系床仕上げ工 事作業、カーペット系床仕上げ工事作業、鋼製下地工事作業、及び 
ボード仕上げ工事作業）、熱絶縁施工（保温保冷工事作業）、サッシ施工（ビル用サ 
ッシ施工作業）、表装（壁装作業）、塗装（建築塗装作業、金属塗装作業、鋼橋塗装 
作業及び噴霧塗装作業）及び工業包装（工業包装作業） 

 (2)  随時に実施する３級 
   さく井（パーカッション式さく井工事作業及びロータリー式さく井工事作業）、鋳 

造（鋳鉄鋳物鋳造作業）、鍛造（プレス型鍛造作業）、機械加工（普通旋盤作業、数 
値制御旋盤作業、フライス盤作業及びマシニングセンタ作業）、金属プレス加工（金
属プレス作業）、鉄工（構造物鉄工作業）、建築板金（内外装板金作業及びダクト板
金作業）、工場板金（機械板金作業）、めっき（電気めっき作業及び溶融亜鉛めっき
作業）、アルミニウム陽極酸化処理（陽極酸化処理作業）、仕上げ（治工具仕上げ作
業、金型仕上げ作業及び機械組立仕上げ作業）、機械検査（機械検査作業）、ダイカ 
スト（コールドチャンバダイカスト作業）、電子機器組立て（電子機器組立て作業）、 
電気機器組立て（配電盤・制御盤組立て作業）、プリント配線板製造（プリント配線
板製造作業）、冷凍空気調和機器施工（冷凍空気調和機器施工作業）、ニット製品製
造（丸編みニット製造作業）、婦人子供服製造（婦人子供既製服縫製作業）、帆布製
品製造（帆布製品製造作業）、布はく縫製（ワイシャツ製造作業）、家具製作（家具
手加工作業）、建具製作（木製建具手加工作業）、紙器・段ボール箱製造（段ボール
箱製造作業）、印刷（オフセット印刷作業）、プラスチック成形（射出成形作業、イ
ンフレーション成形作業）、強化プラスチック成形（手積み積層成形作業）、石材施 
工（石材加工作業及び石張り作業）、パン製造（パン製造作業）、ハム・ソーセージ・ 
ベーコン製造（ハム・ソーセージ・ベーコン製造作業）、建築大工（大工工事作業）、 
かわらぶき（かわらぶき作業）、とび（とび作業）、左官（左官作業）、タイル張り
（タイル張り作業）、配管（建築配管作業及びプラント配管作業）、型枠施工（型枠
工事作業）、鉄筋施工（鉄筋組立て作業）、コンクリート圧送施工（コンクリート圧
送工事作業）、防水施工（シーリング防水工事作業）、内装仕上げ施工（プラスチッ
ク系床仕上げ工事作業、カーペット系床仕上げ工事作業、鋼製下地工事作業及びボー
ド仕上げ工事作業）、熱絶縁施工（保温保冷工事作業）、サッシ施工（ビル用サッシ
施工作業）、表装（壁装作業）、塗装（建築塗装作業、金属塗装作業、鋼橋塗装作業
及び噴霧塗装作業）及び工業包装（工業包装作業） 

 (3)   基礎級 
   さく井（パーカッション式さく井工事作業及びロータリー式さく井工事作業）、鋳 

造（鋳鉄鋳物鋳造作業）、機械加工（普通旋盤作業、数値制御旋盤作業、フライス盤 
作業及びマシニングセンタ作業）、金属プレス加工（金属プレス作業）、鉄工（構造 
物鉄工作業）、建築板金（内外装板金作業及びダクト板金作業）、工場板金（機械板 
金作業）、めっき（電気めっき作業及び溶融亜鉛めっき作業）、アルミニウム陽極酸 
化処理（陽極酸化処理作業）、仕上げ（治工具仕上げ作業、金型仕上げ作業及び機械 
組立仕上げ作業）、機械検査（機械検査作業）、ダイカスト（コールドチャンバダイ 
カスト作業）、電子機器組立て（電子機器組立て作業）、電気機器組立て（配電盤・ 
制御盤組立て作業）、プリント配線板製造（プリント配線板製造作業）、冷凍空気調 
和機器施工（冷凍空気調和機器施工作業）、ニット製品製造（丸編みニット製造作業）、 
婦人子供服製造（婦人子供既製服縫製作業）、帆布製品製造（帆布製品製造作業）、 
布はく縫製（ワイシャツ製造作業）、家具製作（家具手加工作業）、建具製作（木製 
建具手加工作業）、紙器・段ボール箱製造（段ボール箱製造作業）、印刷（オフセッ 
ト印刷作業）、プラスチック成形（射出成形作業、インフレーション成形作業及びブ 
ロー成形作業）、強化プラスチック成形（手積み積層成形作業）、石材施工（石材加 
工作業及び石張り作業）、パン製造（パン製造作業）、ハム・ソーセージ・ベーコン 
製造（ハム・ソーセージ・ベーコン製造作業）、水産練り製品製造（かまぼこ製品製 
造作業）、建築大工（大工工事作業）、かわらぶき（かわらぶき作業）、とび（とび 
作業）、左官（左官作業）、タイル張り（タイル張り作業）、配管（建築配管作業及 
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びプラント配管作業）、型枠施工（型枠工事作業）、鉄筋施工（鉄筋組立て作業）、 
コンクリート圧送施工（コンクリート圧送工事作業）、防水施工（シーリング防水工 
事作業）、内装仕上げ施工（プラスチック系床仕上げ工事作業、カーペット系床仕上 
げ工事作業、鋼製下地工事作業及びボード仕上げ工事作業）、熱絶縁施工（保温保冷 
工事作業）、サッシ施工（ビル用サッシ施工作業）、表装（壁装作業）、塗装（建築 
塗装作業、金属塗装作業、鋼橋塗装作業及び噴霧塗装作業）及び工業包装（工業包装 
作業） 

２ 受検資格 
 (1)  随時に実施する２級 
   基礎級又は職業能力開発促進法施行規則及び職業能力開発促進法第４７条第１項に 

規定する指定試験機関の指定に関する省令の一部を改正する省令（平成２９年厚生労
働省令第５７号）第１条の規定による改正前の職業能力開発促進法施行規則（昭和４
４年労働省令第２４号。以下「旧規則」という。）第６１条に掲げる基礎１級若しく
は基礎２級の技能検定及び当該検定職種に係る３級の実技試験に合格した者に限り受
けることができる。 

 (2)  随時に実施する３級 
 基礎級又は旧規則第６１条に掲げる基礎１級若しくは基礎２級の技能検定合格した
者に限り受けることができる。 

 (3)  基礎級 
 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律（平成２８年法
律第８９号）第２条第１項に規定する技能実習生に限り受けることができる。 

３ 技能検定試験の方法 
  実技試験及び学科試験 
４ 技能検定試験の手数料及び実施期日等 
 (1)  実技試験 
  ア 実技試験の手数料 １８，２００円 
    イ 実技試験の実施期日 
        令和７年（２０２５年）４月１日から令和８年（２０２６年）３月３１日までの 
   間において熊本県職業能力開発協会が指定する日に行う。 
    ウ  実技試験の実施場所 
        実施場所は、熊本県職業能力開発協会から通知する。 
    エ 実技試験問題の公表 
    問題は、あらかじめ受検申請者あて送付する（ただし、検定職種によっては試験 
   問題の全部又は一部を公表しないものがある）。 
 (2)  学科試験 
  ア 学科試験の手数料 ３，１００円 
  イ 学科試験の実施期日 
    令和７年（２０２５年）４月１日から令和８年（２０２６年）３月３１日までの 
   間において熊本県職業能力開発協会が指定する日に行う。 
  ウ 学科試験の実施場所 
    実施場所は、熊本県職業能力開発協会から通知する。 
５ 受検申請の手続 
 (1)  提出書類 
  ア 技能検定受検申請書（以下「申請書」という。） 
  イ 在留カードの写し 
  ウ 下位等級の合格証書（一部合格通知）の写し（基礎級受検の場合は必要ない。） 
 (2)  提出先 
   熊本県職業能力開発協会 
   所在地 〒８６１－２２０２ 
        上益城郡益城町田原２０８１－１０電子応用機械技術研究所内 
   電 話 ０９６－２８５－５８１８ 
 (3)  受付期限 
   原則として実技試験及び学科試験の実施期日のそれぞれ３０日前までとする。 
 (4)  受検申請に関する注意等 
  ア 申請書の用紙は、熊本県職業能力開発協会で交付する。 
     なお、申請書用紙の郵送を求める場合は、熊本県職業能力開発協会に問い合わせ 
   ること。 
  イ 申請書を郵送する場合は、書留郵便とし、封筒の表面に「技能検定受検申請書在 
   中」と朱書すること。   
６ 手数料の納付方法等 
  実技試験及び学科試験の手数料は、申請書に添えて納付するものとする。 
  なお、受検申請を受け付けた後に、申請を取り下げた場合又は試験を受けなかった場 
 合は、手数料を返還しない。 
７ 合格発表 
  (1)  合格発表 
   合格発表は、監理団体への合否通知及び合格証書の発送をもって代える。 
  (2)  一部合格通知 
   基礎級の実技試験又は学科試験のいずれかに合格した者については、書面で通知す 
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  る。 
 ２級及び３級の実技試験又は学科試験のいずれかに合格した者については、熊本県
職業能力開発協会が書面で通知する。 

 (3)  技能検定合格証書の交付 
   技能検定合格者には、熊本県知事名の合格証書を交付する。このほか、２級及び３ 
  級の技能検定合格者に対しては、厚生労働省から技能士章が交付される。 
８ その他 
 (1)  本公示の技能検定は、外国人を対象とした「成果の評価」又は「習得技能等の認 
  定」に活用されるものである。 
 (2)  実技試験における試験会場、試験用材料、使用機械、器工具等については、受入 
  企業等に対しあらかじめ送付する実技試験実施要項に基づき、原則として受入企業等 
  に準備を依頼する。 
 (3)  不明な点は、熊本県商工労働部商工雇用創生局労働雇用創生課又は熊本県職業能 
  力開発協会に問い合わせること。 
 
 
 
 
 
熊本県公安委員会規則第３号 
 熊本県道路交通規則の一部を改正する規則を次のように定める。 
  令和７年３月４日 
                     熊本県公安委員会委員長 吉田 賢一 
   熊本県道路交通規則の一部を改正する規則 
 熊本県道路交通規則（昭和４７年熊本県公安委員会規則第１号）の一部を次のように改
正する。 
 第２４条第１項中「第９４条第１項」の次に「（法第９５条の５第２項の規定により読
み替えて適用する場合を含む｡)」を加え､｢同条第２項」を「法第９４条第２項」に改め、 
「再交付の申請」の次に「、法第９５条の２第１項に規定する特定免許情報の記録の申請、
同条第４項に規定する免許証の返納、同条第１０項に規定する免許情報記録の抹消、同条
第１１項に規定する免許証の交付の申請」を加え、「免許証の更新」を「免許証又は免許 
情報記録（以下「免許証等」という｡)の更新」に、「国外免許証」を「国外運転免許証」 
に改め、「を行おうとする者の当該申請又は届出」を削り、同条第２項を次のように改め
る。 
２ 規則第２１条第６項に規定する都道府県公安委員会規則で定める場合は、法第９４条 
 第２項に規定する免許証の再交付の申請を行う場合とする。 
 第２４条に次の４項を加える。 
３ 規則第２１条の２第３項に規定する都道府県公安委員会規則で定める場合は、法第９ 
 ５条の２第１項に規定する特定免許情報の記録の申請を行う場合とする。 
４ 規則第２１条の９第３項に規定する都道府県公委員会規則で定める場合は、熊本県運 

転免許センターにおいて法第９５条の２第１１項に規定する免許証の交付の申請を行う
場合とする。 

５ 規則第２９条第３項（規則第２９条の２第３項において準用する場合を含む。）に規 
定する都道府県公安委員会規則で定める場合は、熊本県運転免許センターにおいて法第
１０１条第１項に規定する免許証等の更新の申請又は法第１０１条の２第１項に規定す
る更新期間前における免許証等の更新の申請を行う場合とする。 

６ 規則第３０条の７第４項に規定する都道府県公安委員会規則で定める場合は、熊本県 
 運転免許センターにおいて法第１０４条の４第１項後段の申出を行う場合とする。 
 第２４条の２第１項を次のように改める。 
  法第１０５条の２第１項に規定する運転経歴証明書の交付の申請、同条第３項に規定 

する運転経歴情報の記録の申請、規則第３０条の１０第１項に規定する運転経歴証明書
の記載事項の変更の届出、規則第３０条の１１第１項に規定する運転経歴証明書の再交
付の申請、規則第３０条の１２第２項及び第３項に規定する運転経歴証明書の返納、規
則第３０条の１５第１項に規定する住所等の変更の届出並びに規則第３０条の１６第２
項に規定する運転経歴情報の抹消の場所、期日及び受付時間は、告示で定める。 

 第２４条の２第２項中「第３０条の１０第１項の運転経歴証明書交付申請書」を「第３
０条の８第１項の運転経歴証明書交付等申請書」に改め、同条第３項中「第３０条の１０
第２項」を「第３０条の８第２項」に、「申請」を「法第１０５条の２第１項に規定する
運転経歴証明書の交付の申請若しくは同条第３項に規定する運転経歴情報の記録の申請又
はその双方の申請」に改め、同条第４項中「第３０条の１２第２項」を「第３０条の１０
第２項及び第３０条の１５第２項」に改め、同条第５項中｢第３０条の１３第１項｣を「第 
３０条の１１第１項」に改め、同条に次の３項を加える。 
６ 規則第３０条の１１第２項に規定する都道府県公安委員会規則で定める場合は、熊本 

県運転免許センターにおいて同条第１項に規定する運転経歴証明書の再交付の申請を行
う場合とする。 

７ 規則第３０条の１２第２項の運転経歴証明書返納届の様式は、別記様式第１９号の６ 
 のとおりとする。 
８ 規則第３０条の１６第２項の運転経歴情報抹消届の様式は、別記様式第１９号の７の 

 登載依頼 
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 とおりとする。 
 第２４条の３の見出し中「免許証」を「免許証等」に改め、同条に次の２項を加える。 
２ 公安委員会は、法第９５条の２第３項の規定により特定免許情報を個人番号カードの 
 区分部分に電磁的方法により記録し、電子署名を行うものとする。 
３ 公安委員会は、法第１０５条の２第４項の規定により運転経歴情報を個人番号カード 
 の区分部分に電磁的方法により記録し、電子署名を行うものとする。 
 第２４条の４中「及び法第１０１条第１項」を「、法第９５条の２第１項の規定による
特定免許情報の記録の申請、同条第１１項の規定による免許証の交付の申請、法第１０１
条第１項」に、「免許証の更新の申請」を「免許証等の更新の申請及び法第１０５条の２
第３項の規定による運転経歴情報の記録の申請」に、「前条」を「前条各項」に改める。 
 第２５条中「別記様式第２０号の申請書に当該免許証を添えて申請しなければならない」 
を「現に受けている免許に係る免許証又は当該免許に係る特定免許情報が記録された免許
情報記録個人番号カード（その者が免許証及び免許情報記録個人番号カードを有する場合
にあっては、免許証及び免許情報記録個人番号カード）を提示し、かつ、別記様式第２０
号の申請書を提出しなければならない」に改め、同条に後段として次のように加える。 

 この場合において、免許情報記録個人番号カードを提示したときは、当該免許情報記
録個人番号カードに記録された特定免許情報を確認するために必要な措置を受けなけれ
ばならない。 

 別記様式第９号及び別記様式第１０号を次のように改める。  
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・ ・ ・ （電話　　　　－　　　　－　　　　）

安全運転管理者が
運転免許を持って

いる場合

資　　　　格

要　　　　件

職務上の地位

※自動車台数の大型貨物欄の（　　）内は、いわゆる大型ダンプカーの台数を内数とし記入すること。
※大型自動二輪車１台又は普通自動二輪車１台は、それぞれ0.5台として計上し、（　　）は、その実数を記入すること。

計

人

人

大
自
二

普
自
二

小
特

２種

大型

２種 １種 ２種 １種

中型
準
中
型

大特

予
備

種

別

免

許
１種

乗　用 貨　物

(     )

２種 １種

台

大
型
特
殊

小
型
特
殊

大
自
二

※ ※

生年月日

（ふりがな）

　
使
　
用
　
の
　
本
　
拠

別記様式第９号（第１７条関係）

お届けします。

選任年月日 年　　　　　　月　　　　　　日　　　　

安 全 運 転 管 理 者 に 関 す る 届 出 書

届出者は太枠内に記入すること。

　住所（所在地）
　氏名又は法人の名称
　代表者の氏名

したので

　　 安全運転管理者を（　　選任、　解任）

公安委員会の
教習修了者で
１年以上

２年以上

　　　熊 本 県 公 安 委 員 会 殿

※

〒　　　　－

公安委員会
の認定

届出者の

安
全
運
転
管
理
者
と
し
て
の
経
歴

(

至

)

勤　　務

普
通

軽
大
型

中
型

管
理
す
る
自
動
車
の
台
数
・
運
転
者
数

準
中
型

普
通

計
備　　考

あり（　　　　　　　名）副安全運転管理者の有無その他（　     　　 ）　

解 任 事 由

日勤 隔日

大
型

中
型

安全運転管理者
の勤務態様

安全運転　　

（ふりがな）

なし

公安委員会

(

自

)

3運　転　の　管　理　経　験

（年　　齢）

1

運
転
者
数

氏　　　名(

自

)

　　　年　　　　月　　　　日　

普通

専
従

普
自
二

５　その他（　　　　　　        　　）

３　転　任

(

自

)

前
安
全
運
転
管
理
者

１　死　亡 ２　退　職

(

自

)

４　解任命令

　･　･

解任年月日

（電話　　　　　－　　　　　－　　　　　） 

位置

年　　　　月　　　　日

整理
番号

位置変更
の場合

旧位置

警察署

　　 届出事項のうち☑のものを変更

管理者氏名　

年　　　　　月　　　　　日　　　

自
動
車
台
数

名称

交付年月日　又は
特定免許情報の記録等年月日

名称変更
の場合
旧名称

　･　･ 　･　･

勤　務　期　間

(
自

)

　･　･

(

至

)

　･　･

職　名勤　務　所　名

　･　･

(

至

)

　･　･

　･　･

(

至

)

　･　･

軽

二・小・原

免
許
年
月
日

年　　　　　月　　　　　日　　　

免許証番号　又は
免許情報記録の番号

(     ) (     )

　･　･

(

至

)

他

年　　　　　月　　　　　日　　　

年　　　　　月　　　　　日　　　

二種

交付公安委員会　又は
記録等公安委員会

(       歳)

業種別

１ 官公署　 ２ 公社等　 ３ 農　業 　４ 林　業 　５ 漁　業
６ 鉱　業　 ７ 建設業　 ８ 製造業　 ９ 卸売・小売業
10 不動産業　11 金融保険業　12 運輸業　 13 電気ガス業
14 通信業　　15 サービス業　16 その他

2
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・ ・ ・ （電話　　　　－　　　　－　　　　）

※自動車台数の大型貨物欄の（　　）内は、いわゆる大型ダンプカーの台数を内数とし記入すること。
※大型自動二輪車１台又は普通自動二輪車１台は、それぞれ0.5台として計上し、（　　）は、その実数を記入すること。

計

人

人

大特
大
自
二

普
自
二

小
特

１種

大型

２種 １種 ２種 １種

中型
準
中
型

普
自
二

予
備

種

別

免

許
１種

乗　用 貨　物

(     )

２種 ２種

年　　　　　月　　　　　日　　　

交付公安委員会　又は
記録等公安委員会

台

大
型
特
殊

小
型
特
殊

大
自
二

二種

別記様式第１０号（第１７条関係）

　住所（所在地）
　氏名又は法人の名称
　代表者の氏名

年　　　　　月　　　　　日　　　

年　　　　　月　　　　　日　　　

免許証番号　又は
免許情報記録の番号

年　　　　　月　　　　　日　　　

※

生年月日

（ふりがな）

　
使
　
用
　
の
　
本
　
拠

お届けします。

届出者は太枠内に記入すること。

　　　熊 本 県 公 安 委 員 会 殿

※

副 安 全 運 転 管 理 者 に 関 す る 届 出 書

届出者の

※

したので

　　 安全運転管理者を（ 　選任、　解任）

選任年月日 年　　　　　　月　　　　　　日　　　　

（ふりがな）

位置

名称

名称変更

の場合

旧名称

（電話　　　　　－　　　　　－　　　　　） 

安
全
運
転
管
理
者
と
し
て
の
経
歴

(

至

)

勤　　務

公安委員会

（年　　齢）

副安全運転管理者
が運転免許を持っ

ている場合

大
型

中
型

管
理
す
る
自
動
車
の
台
数
・
運
転
者
数

準
中
型

普
通

計

交付年月日　又は
特定免許情報の記録等年月日

二・小・原

備　　考

あり（　　　　　　　名）補助者の有無その他（　     　　 ）　

解 任 事 由

日勤 隔日 なし

大
型

中
型

副安全運転管理
者の勤務態様

(

自

)

専
従

(
自

)

普
通

軽

運
転
者
数

氏　　　名(

自

)

　　　年　　　　月　　　　日　

普通

５　その他（　　　　　　        　　）

３　転　任

(

自

)

前
安
全
運
転
管
理
者

１　死　亡 ２　退　職

(

自

)

４　解任命令

　･　･

解任年月日

年　　　　月　　　　日

整理
番号

位置変更

の場合

旧位置

警察署

　　 届出事項のうち☑のものを変更

管理者氏名　

　･　･

資　　　　格

要　　　　件

職務上の地位

勤　務　所　名

　･　･

(

至

)

　･　･

免
許
年
月
日

他

職　名

　･　･

(

至

)

　･　･

　･　･

(     ) (     )

　･　･

(

至

)

　･　･

自
動
車
台
数

1

運転の管理経験
１年以上

2

軽

勤　務　期　間

(

至

)

　･　･

運転の経験期間
３年以上

3

公安委員会
の認定

(       歳)

安全運転　　

１ 官公署　 ２ 公社等　 ３ 農　業 　４ 林　業 　５ 漁　業
６ 鉱　業　 ７ 建設業　 ８ 製造業　 ９ 卸売・小売業
10 不動産業　11 金融保険業　12 運輸業　 13 電気ガス業
14 通信業　　15 サービス業　16 その他

業種別

〒　　　　－

安全運転管理者氏名
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 別記様式第１９号の３から別記様式第１９号の５までを次のように改める。 

受領日 受領者

備考　用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番とする。

住　所
記載事項変更疎明資料

生年月日 性別 男 ・ 女

氏　名

氏　　名 電話番号

記載事項変更記入欄（フリガナは必ず記入、他は変更箇所のみ記入）
運 転 経 歴 情 報 記 録 用

暗 証 番 号

フリガナ （氏） （名）

別記様式第１９号の３（第２４条の２関係） 受付場所

運転経歴証明書交付等申請書
熊本県公安委員会　殿 年 月 日
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備考　用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番とする。

（氏） （名）

入力者 通報確認 審査

受領日 受領者

□　確認済み

疎明資料

代理人の場合

氏　　名
氏名

住　　所

続柄

委任状の確認

生年月日 性別 男 ・ 女

氏　　名 電話番号

記載事項変更記入欄（フリガナは必ず記入、他は変更箇所のみ記入）

フリガナ

別記様式第１９号の４（第２４条の２関係） 受付場所

運転経歴証明書記載事項変更届
熊本県公安委員会　殿 年 月 日
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備考　用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番とする。

再交付理由

疎明資料

受付所属担当者

受領日 受領者

住　所

生年月日 性別 男 ・ 女

氏　名

氏　　名 電話番号

記載事項変更記入欄（フリガナは必ず記入、他は変更箇所のみ記入）
運 転 経 歴 情 報 記 録 用

暗 証 番 号

フリガナ （氏） （名）

別記様式第１９号の５（第２４条の２関係） 受付場所

運転経歴証明書再交付申請書
熊本県公安委員会　殿 年 月 日

 



令和７年(2025 年)3 月 4 日 火曜    熊 本 県 公 報         第１３４１２号 14 

 別記様式第１９号の５の次に次の２様式を加える。 

備考　用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番とする。

年　　　　月　　　　日

生年月日 　　　　　　　　　　　　　　　年　　　　　月　　　　　日

現に有する運転経歴証明書の写し

別記様式第１９号の６（第２４条の２関係）

受理者 登録者

運転経歴証明書返納届

熊本県公安委員会　殿

ふりがな

氏　　名
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年　　　　　月　　　　日　

別記様式第１９号の７（第２４条の２関係）

　□ 運転経歴証明書　□　運転経歴情報記録個人番号カード現在保有するもの

　□ 無　　□ 運転経歴証明書

受理者

運転経歴情報抹消届

熊本県公安委員会　殿

抹消登録者

現に有する運転経歴情報記録の内容

ここから下は記入しないでください。

記録等年月日

記録等公安委員会

年　　　　月　　　　日

備考　用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番とする。

保有を希望するもの

氏　　名

生年月日

住　　所

運転経歴情報記録の番号

ふりがな

氏　　名

生年月日
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  別記様式第２０号を次のように改める。 

　別記様式第２０号（第２５条関係）

　熊本県公安委員会　殿 自動車等運転免許限定解除審査申請書

備考　用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番とする。

試験結果 審査官

免許の条件等

 □

 □

 □

 □

審

査

結

果

限 定 解 除 審 査 を 受 け よ う と す る 者 に 係 る 免 許 の 条 件

 □

 □

年　　　月　　　日 

氏名
電話番号

フリガナ
受験番号 受験日
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 別記様式第２２号を次のように改める。 
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 別記様式第２３号の１１から別記様式第２４号までを次のように改める。 

年 月 日

年 月 日生

公安委員会名

交付又は記録等
年 月 日 －

免許証番号又は
免 許 情 報 記 録
の 番 号

免 許 種 類

手数料

  備考　１　本件申込みに係る運転技能検査の結果については、申込者本人の交
          通安全等生命の安全・身体機能の保全に係る警察行政目的以外に使用
          しない。
　　　　２　用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番とする。

氏　名

　　認知機能検査の受検を申し込みます。

現に受
けてい
る免許

             　　　　公安委員会

年   月    日

第

別記様式第２３号の１１（第３２条関係）

学校名（ 　　      　　　　　　）

認 知 機 能 検 査 受 検 申 込 書

熊本県公安委員会　殿

住　所
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年 月 日

年 月 日生

公安委員会名

交付又は記録等
年 月 日 －

免許証番号又は
免 許 情 報 記 録
の 番 号

免 許 種 類

手数料

　備考　１　本件申込みに係る運転技能検査の結果については、申込者本人の交
　　　　　通安全等生命の安全・身体機能の保全に係る警察行政目的以外に使用
　　　　　しない。
　　　　２　用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番とする。

氏　名

　　道路交通法第９７条の２第１項第３号イに規定する運転技能検査の受検を申

　し込みます。

現に受
けてい
る免許

             　　　　公安委員会

    年    月    日

第

住　所

別記様式第２３号の１２（第３２条関係）

学校名（ 　　      　　　　　　）

運 転 技 能 検 査 受 検 申 込 書

熊本県公安委員会　殿
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  別記様式第３７号を次のように改める。 
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 別記様式第３９号から別記様式第４３号までを次のように改める。 
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 別記様式第４８号から別記様式第５１号の２までを次のように改める。 
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  別記様式第５２号及び別記様式第５３号を次のように改める。 
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   附 則 
 （施行期日） 
１ この規則は、令和７年３月２４日から施行する。 
 （経過措置） 
２ この規則による改正前の様式（次項において「旧様式」という。）により使用されて 
 いる書類は、当分の間、この規則による改正後の様式によるものとみなす。 
３ 旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 

 
 
熊本県立図書館協議会公告第２号 
 令和６年度（２０２４年度）第２回熊本県立図書館協議会の会議を次のとおり開催する。 
  令和７年（２０２５年）３月４日 
                           熊本県立図書館協議会         
１ 開催日時 
  令和７年（２０２５年）３月１３日（木）午後２時から午後４時まで 
２ 開催場所 
  熊本市中央区出水二丁目５番１号 
  熊本県立図書館 ３階大研修室 
３ 議題 
 （１）令和６年度（２０２４年度）短期行動計画の進捗状況について 
 （２）令和７年度（２０２５年度）短期行動計画について 
４ 傍聴人の定員 
  ５人 
５ 傍聴手続 
 （１）傍聴希望者は、会議の開催予定時刻までに、当該会議の会場において受付の上、 
   事務局の指示に従い、会場に入ることができる。 
 （２）傍聴手続きは、先着順で行い、定員になり次第終了する。 
６ 問い合わせ先 
  熊本市中央区出水二丁目５番１号 
  熊本県立図書館協議会事務局（熊本県立図書館総務課内） 
  （電話０９６－３８４－５０００） 




